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（https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp）

公正採用選考特設サイト

　本籍を把握することは、出自を理由とした差別や偏見を招くおそれがあり、多くの人々を不
安にさせる行為であることを認識する必要があります。
　また、外国人の場合、採用選考段階において「在留カード」や「特別永住者証明書」などを提
示させることは、国籍など適性・能力に関係のない事項を把握することにより、偏見が入り込ん
だり、応募機会が不当に失われたりするおそれがあります。

　家族の職業・病歴（遺伝性疾患の家系であるか等）・学歴・収入・資産などは応募者の適性・
能力を判断する上で必要の無い事項です。
　また、場合によっては家族の離死別・失業など、さまざまな事情に立ち入ることにもなり、応
募者本人を動揺させてしまうことで、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねま
せん。

　居住地域の把握や身辺調査に利用される危険性があります。通勤経路の把握などに用いる
場合は入社後に行えば足りることで、採用選考時に把握する合理性はありません。


